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 開  会  

 議  長  総務課長 

 総務課長  おはようございます。 

 ３月定例会開会にあたりまして、ここにご出席の皆様とご一緒に町民憲章の朗読

を行いたいと思っております。 

ご起立をよろしくお願いいたします。 

 私が一つと申し上げますので、その後に本文の朗読、ご唱和をよろしくお願いい

たします。 

 それでは参ります。 

 町民憲章 

 一つ、私たちは、豊かな自然に満たされた筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、伝統と文化を守り育てる筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、平和を願い、命を大切にする筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、人を思いやり、共に支え合う協働の筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、こどもが元気で健やかに育つ筑前町をつくります。 

 一つ、私たちは、健康で希望に満ち、活気と笑顔あふれる筑前町をつくります。 

 どうもご協力ありがとうございました。 

 ご着席ください。 

 議  長  おはようございます。 

 本日の出席議員は１４人につき、定足数に達しております。 

 ただいまから、令和８年第１回筑前町議会定例会を開会します。 

 これから本日の会議を開きます。 

（１０：００） 

 日程第１  

 議  長  日程第１「会議録署名議員の指名」を行います。 

 本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２４条の規定により、 

 １１番 山本久矢議員及び１２番 河内直子議員を指名します。 

 日程第２  

 議  長  日程第２「会期の決定について」を議題とします。 

 お諮りします。 

 本定例会の会期は、本日３月２日から１３日までの１２日間としたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、本定例会の会期は、本日から１３日までの１２日間と決定しました。 

 日程第３  

 議  長  日程第３「町長のあいさつ及び提案理由の説明」を求めます。 

 田頭町長 

 町  長  おはようございます。 

本日は、令和８年第１回定例会を招集しましたところ、全員ご出席いただきあり

がとうございます。 

 本日は令和８年３月定例会の８年度の施政方針を述べさせていただきたいと思い

ます。 

 令和８年は世界各地で紛争や対立が続き、国際情勢が不安定さを増す中での幕開

けとなりました。長期化する戦禍や地域紛争、さらに一昨日来からの新たな緊張の

高まりは、世界経済やエネルギー・食料情勢を通じて私たちの日々の暮らしにも影
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響を及ぼします。 

 国内におきましても、昨年夏の記録的な高温や渇水などの気候変動、物価高騰や

米をめぐる不安など、生活環境は大きく変動しております。加えて、急な解散総選

挙が行われるなど、政治情勢も大きな転換点を迎えました。さらに、いわゆる「静

かなる有事」とも言われる人口減少問題は、地域社会の持続可能性を左右する構造

的課題として、全国的にも深刻さを増しております。 

 このような激動の時代にあっても、筑前町の未来を確かなものとしていくことこ

そが、私たちに課せられた使命であります。私は、「グローバルに考え、ローカルに

行動する」という姿勢を貫き、時代を的確に捉えながらも、足元のまちづくりを着

実に進めてまいります。 

 その中で、改めて実感するのは、本町が平穏であることの尊さであります。そし

て、筑前町が掲げてきた「食と平和」を基幹とするまちづくりの意義をより一層深

く認識する１年になるものと考えております。 

 昨年１２月に実施いたしました米の配布事業では、受取率９８％という高い実績

を得ることができました。住民の皆様からは感謝の声が寄せられ、配布にあたった

職員もまた、町の思いが確かに届いていることを実感いたしました。本事業は、地

域の絆を再確認する機会ともなり、町民の一体感の醸成にも寄与したものと受け止

めております。なお、本町の米の自給率は約３００％であり、年間約１０万人分の

米を生産しております。この豊かな食の基盤こそが本町の揺るぎない強みでありま

す。 

 また、平和発信の拠点である大刀洗平和記念館は元旦から開館し、帰省客をはじ

め多くの来館者を迎えました。食の拠点であるみなみの里も年末まで営業し、１２

月としては過去最高の売上げを記録いたしました。両施設は課題を抱えながらも、

年間延べ１１０万人の交流人口を生み出し、本町活性化の象徴的存在として着実に

成長していると考えられます。 

 次に、人口問題への決意を述べます。 

 本年は国勢調査の人口数値が公表される重要な年であります。人口減少対策は待

ったなしであり、新たにふるさと住民登録制度が始まります。全国の約９割の自治

体が人口減少局面にある中、交通機関や商業施設、ガソリンスタンドなど、民間サ

ービスの縮小が懸念されております。しかしながら、本町の人口は近年微増傾向を

維持しております。福岡都市圏の発展による波及効果、本町独自の上下水道整備、

子育て支援の充実などの施策効果もありますが、その根幹にあるのは、住民と職員

が共有するふるさとへの誇りであります。町に誇りを持ち、暮らしを楽しむ姿勢が

周囲へと広がる、いわゆるシビックプライドの醸成こそが、本町の真の強みであり

ます。 

 人口の維持・増加は消費経済の拡大と民間活力の向上を促し、地方税収や地方交

付税の安定にもつながります。上下水道事業の収支改善にも好影響をもたらします。

将来の人口減少を見据えながらも、当面は人口微増を確かなものとする戦略を講じ、

国の人口減少ビジョンと町独自の施策を融合させてまいります。 

 次に、令和８年度の重点施策について述べます。 

 第一に、ＤＸの推進であります。従来の推進室を昇格させ、ＤＸ推進課として事

業促進を図ります。住民ファーストを原点とし、ＡＩの活用などにより、行政サー

ビスの高度化と効率化を図り、利便性向上を実現します。 

 第二に、篠隈新道交差点及び歩道整備事業であります。１０年来の取り組みであ

る一期工事が完工しました。これも県当局、地元期成会の方々と役場の協働により

実現されたものであります。このことにより、交通安全と生活利便性の向上に寄与
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いたします。 

 第三に、教育環境の充実であります。三輪小学校、三並小学校、夜須中学校の体

育館空調整備を進めるとともに、各小中学校のトイレ洋式化を推進し、安全で快適

な学習環境を整備します。 

 第四に、防災・減災対策であります。ため池の持つ防災機能を再確認し、ため池

改修事業に着手し、地域の防災力向上を図ります。 

 第五に、令和７年度に実施しました工業用地団地の活用でございます。工業用地

を民間企業等に売却し、雇用拡大と税収増を図ります。 

 次に、民間との協働による特色ある取り組みについて述べます。 

 健全財政の維持と持続可能な地域活性化を実現するため、民間活力との協働を一

層進化させます。 

 第一に、新たな企業誘致であります。先人が尽力された産業道路整備の促進にあ

わせ、３年先を見据えた食肉センター建設を推進いたします。本年１０月に稼働す

る山間地の養豚の繁殖施設と連携し、食産業を振興させます。あわせて、堆肥を活

用した有機農業への展開を研究してまいります。 

 第二に、アフタースクールの拡充であります。７年度は二つの中学校で２００名

を超える志願がなされ、応募学生の要望に沿った現役高校教師の講師確保格を含め、

私立高校との連携をも図り、子どもたちの学びの選択肢を広げます。 

 第三に、山林整備の促進と活用であります。町の３分の１を占める山林について、

山間地の事業所、地域住民、行政が協働し、整備と活用を進めてまいります。 

 第四に、ＲＴＫ（リアルタイム・キネマティック）の技術の活用であります。本

庁舎に設置している衛星情報受信機を活用し、スマート農業を推進し、生産性向上

と担い手支援を図ります。 

 第五に、ふるさと納税の拡充を図ります。個性的なまちづくり事業の財源として、

企画課内に民間専門員を配置し、町の資源の再発掘を行い、納税額の拡大を図りま

す。 

 第六に、紙おむつリサイクル事業の推進であります。民間事業者との連携により、

循環型社会の実現を目指します。 

 結びになります。令和８年度も予測困難な出来事が起こり得ます。しかし、時代

がいかに変化しようとも、私たちが守り育てるべき理念は変わりません。筑前町の

まちづくりの原点は、「食と平和」であります。この揺るぎない理念の下、町民の皆

様とともに歩みを進め、住んでよかった筑前町をさらに前進させる１年とすること

をお誓い申し上げ、令和８年３月定例会開会にあたっての施政方針といたします。 

 それでは、本日提案します議案等３４件の提案理由の説明を申し上げます。 

 諮問第１号、人権擁護委員の推薦につき意見を求めることにつきましては、人権

擁護委員である和田秀哉氏が令和８年６月３０日をもって任期満了となるため、後

任として甲斐正彦氏を推薦することについて、町議会の意見を求めるものです。 

 同意第１号、筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

につきましては、筑前町固定資産評価審査委員会委員である井手江美氏が令和８年

３月３１日をもって任期満了となるため再任することについて、町議会の同意を求

めるものです。 

 同意第２号、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任につきま

しては、委員として泉高杉氏を選任することについて、甘木・朝倉広域市町村圏事

務組合等公平委員会規約の規定により、町議会の同意を求めるものです。 

 報告第１号、筑前町新型インフルエンザ等対策行動計画の報告につきましては、

国及び福岡県の行動計画が改定されたことに伴い、本町の行動計画を改定しました
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ので、新型インフルエンザ等対策特別措置法の規定により、町議会に報告するもの

です。 

 議案第２号、権利の放棄につきましては、筑前町住宅新築資金等貸付金に係る元

金及び利子の請求権を放棄することについて、地方自治法の規定により、町議会の

議決を求めるものです。 

 議案第３号、町道の路線認定につきましては、５路線を新たに町道に認定するに

あたり、道路法の規定により、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第４号、町道の路線変更につきましては、町道の１路線を変更するにあたり、

道路法の規定により、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第５号、財産の処分につきましては、四三嶋工業団地造成地を処分するにあ

たり、地方自治法及び筑前町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例の規定により、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第６号、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の変更につきましては、令和８年３月３１日を限り、久留米市外三市町高

等学校組合が解散されることに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地

方公共団体の数を減少し、また、令和８年４月１日から久留米広域市町村圏事務組

合が名称を変更することに伴い、福岡県市町村職員退職手当組合規約を変更するた

め、地方自治法の規定により、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第７号、筑前町地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定につきましては、地方自治法の一部を改正する法律の施行

期日を定める政令により、関係する条例の一部を改正する必要が生じたため、町議

会の議決を求めるものです。 

 議案第８号、筑前町行政組織条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

行政組織の見直しにより、ＤＸ推進課を行政組織として明確に位置づけるため、当

該条例の一部を改正することについて、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第９号、筑前町行政手続条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

行政手続法の改正に伴い、当該条例の一部を改正する必要が生じたため、町議会の

議決を求めるものです。 

 議案第１０号、筑前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定

につきましては、住登外者の情報の管理に関する事務を独自利用事務として規定す

るため、当該条例の一部を改正することについて、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第１１号、筑前町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定につきましては、一般職の職員の給与に関する法律が一部改正されたことに伴

い、当該条例の一部を改正する必要が生じたため、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第１２号、筑前町ふるさと応援寄附条例の一部を改正する条例の制定につき

ましては、町の特色的な事業を追加することで寄附者の施策への関心を高め、より

多くの施策に寄附を活用することができるようにするため、当該条例の一部を改正

することについて、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第１３号、筑前町自動車駐車場条例の一部を改正する条例の制定につきまし

ては、条例に規定する篠隈駐車場について、現在その土地を有償貸与しているため、

当該条例の一部を改正することについて、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第１４号、筑前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

の制定につきましては、子ども・子育て支援法の改正に伴い、新たな通園給付が創

設され、筑前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を条例で定める必要が

あるため、当該条例の制定について、町議会の議決を求めるものです。 
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 議案第１５号、筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に

関する条例の一部を改正する条例の制定につきましては、町が設置する特定教育・

保育施設等において乳児等通園支援事業を実施するにあたり、その扶養義務者等か

ら利用料を徴収するため、当該条例の一部を改正することについて、町議会の議決

を求めるものです。 

 議案第１６号、筑前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定につきましては、乳児等通園支援事業の設備及び

運営に関する基準の一部を改正する内閣府令の制定に伴い、当該条例の一部を改正

する必要が生じたため、町議会の議決を求めるものです。 

 議案第１７号、筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定につきま

しては、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律により、子ども・子育て支

援納付金の納付に要する費用を新たに徴する必要が生じたこと、あわせて国民健康

保険税の税率を改定するため、当該条例の一部を改正することについて、町議会の

議決を求めるものです。 

 議案第１８号、筑前町防災会議条例の一部を改正する条例の制定につきましては、

災害対策の意思決定機関である防災会議において、多様な観点からの意見を取り入

れ地域防災力を向上するため、当該条例の一部を改正することについて、町議会の

議決を求めるものです。 

 議案第１９号、筑前町立大刀洗平和記念館条例の一部を改正する条例の制定につ

きましては、効率的なメンテナンス作業等のための休館日の変更及び館内撮影禁止

を条例に規定するため、当該条例の一部を改正することについて、町議会の議決を

求めるものです。 

 議案第２０号、令和７年度筑前町一般会計補正予算（第８号）につきましては、

補正額３億５,５２１万２,０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額をそれぞ

れ１７４億４,７４４万８,０００円とするものです。 

 減額補正する主なものは、特定教育・保育施設等給付事務１億２,５９０万円の減、

工業用地造成事業特別会計繰出金９,９０９万２,０００円の減、児童手当支給事務

７,４００万円の減、福岡県介護保険広域連合事業４,８２１万７,０００円の減。 

 増額補正する主なものは、三並小、三輪小、夜須中の体育館空調設備設置につい

て、国の補正予算により次年度からの前倒しで計上する小学校施設整備事業２億９,

８３９万４,０００円、中学校施設整備事業２億１,５４９万２,０００円、今後の施

設改修に備えるための公共施設等整備基金積立７,３２９万５,０００円などを追加

するものです。 

 なお、繰越明許費として、１３の事業合計１１億３,２７０万９,０００円の繰り

越し、地方債補正として追加２件、限度額変更３件がございます。 

 議案第２１号、令和７年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

につきましては、補正額４５９万４,０００円を減額し、補正後の歳入歳出予算総額

をそれぞれ３２億９,０９０万４,０００円とするものです。 

 主な補正内容としましては、決算見込みによります特定健康診査等事業費２９０

万円の減額などです。 

 議案第２２号、令和７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）

につきましては、補正額２億５５３万４,０００円を増額し、補正後の歳入歳出予算

総額をそれぞれ４億１,４２０万８,０００円とするものです。 

 議案第２３号、令和７年度筑前町下水道事業会計補正予算（第２号）につきまし

ては、収益的収入の予定額を１,９９０万円増額し、収益的収入総額を１３億７,５

０５万７,０００円、収益的支出の予定額を８００万円減額し、収益的支出総額を１
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３億４,７１５万７,０００円、資本的収入の予定額を３,５５０万円減額し、資本的

収入総額を４億７,１５４万２,０００円、資本的支出の予定額を３,３０４万円減額

し、資本的収支総額を８億２,１５２万８,０００円とするものです。 

 議案第２４号、令和７年度筑前町水道事業会計補正予算（第３号）につきまして

は、収益的収入の予定額を１,１００万円増額し、収益的収入総額を５億２,９０２

万６,０００円、収益的支出の予定額を１４０万円減額し、収益的支出総額を５億１,

５４１万６,０００円、資本的支出の予定額を１００万円減額し、資本的支出総額を

１億１,３４０万６,０００円とするものです。 

 次に、議案第２５号から議案第３１号までの令和８年度筑前町一般会計をはじめ

とする７会計の予算編成方針について概要を説明いたします。 

 我が国の景気は、「米国の通商政策による影響が自動車産業を中心にみられるもの

の、緩やかに回復している」という内閣府の直近の１月の月例経済報告にもあるよ

うに、個人消費や設備投資は持ち直し、雇用情勢は改善の動きがみられ、輸出、生

産、企業収益は横ばい、消費者物価は上昇しています。政府は、「経済あっての財政」

を基本とし、「責任ある積極財政」の考え方の下、戦略的に財政出動を行うことで「強

い経済」を構築することを基本的態度としています。 

 令和８年度地方財政対策の概要では、物価高の中で経済・物価動向等を適切に反

映するとともに、社会保障関係費や人件費、いわゆる教育無償化に係る地方負担の

増等を歳出に計上。地方団体が様々な行政課題に対応し、行政サービスを安定的に

提供できるよう、地方交付税等の一般財源総額について、令和７年度を上回る額を

確保。また、地方財政の健全化に取り組み、臨時財政対策債については、昨年に引

き続き発行額がゼロとなっています。 

 本町は、健全化判断比率等の財政指標において、現状では健全性を保っていると

ころですが、子育て支援、教育の充実、雇用、福祉、防災対策や施設の老朽化など、

取り組むべき課題は多く、加えて行政サービスの多様化にも対応しなければならな

いなど、財政を取り巻く状況は厳しさを増していっております。 

 一方で、少子高齢化、人口減が加速している我が国おいて、本町は人口増とこれ

までの投資的まちづくりの成果が表れている側面も見られます。 

 このような状況の下、令和８年度当初予算については、昨年度は骨格予算だった

こともあり、投資的経費の増の影響が特に大きく、義務的経費、その他の経費も昨

年度を上回っています。目的別に見れば、小学校トイレ洋式化や学習用タブレット

更新等による教育費、防災ため池改修等による農林水産業費の増が挙げられます。 

 総合計画において、本町が目指す将来像、「緑あふれる 豊かで便利な とかいな

か」の実現に向け、責任ある積極財政となる予算編成といたしました。 

 それでは、それぞれの会計の提案理由の説明をいたします。 

 議案第２５号、令和８年度筑前町一般会計予算については、予算総額１６９億３,

８１１万２,０００円で、前年度比１０.６％の増、１６億２,３１２万３,０００円

の増額となっています。 

 歳入につきましては、町税が３７億７,２１３万３,０００円で前年度比６.２％

増。財源構成につきましては、自主財源が６０億１,６０９万９,０００円で総予算

の３５.５％、依存財源が１０９億２,２０１万３,０００円で総予算の６４.５％の

構成となります。また、一般財源額は１０２億３,０８９万５,０００円となり、前

年度比４.２％の増となっています。 

 歳出につきましては、人件費が地域手当や人事院勧告に基づく給与、報酬の増に

より前年度比３.３％増、扶助費が主に保育所等運営委託料、障害者自立支援給付費

の増により前年度比１３.０％増、公債費が前年度比２.３％減となり、義務的経費
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は前年度比７.１％の増となっています。投資的経費のうち、普通建設事業費は前年

度比９０.１％増、災害復旧事業費は前年度比２５.０％増となったため、投資的経

費は前年度比８９.８％の増となります。 

 その他の経費のうち、補助費等、繰出金以外の経費、特に物価高騰、賃金上昇に

伴う物件費が増となり、前年度比５.０％の増となっています。 

 議案第２６号、令和８年度筑前町国民健康保険事業特別会計予算につきましては、

予算総額３２億４,４４０万８,０００円、前年度比６.３％増、１億９,２５７万２,

０００円の増額となっています。 

 歳出の主なものは、保険給付費２２億８,３４２万９,０００円です。 

 議案第２７号、令和８年度筑前町後期高齢者医療特別会計予算につきましては、

予算総額６億５,５０８万７,０００円、前年度比１０.１％増、５,９８２万９,００

０円の増額となっています。 

 歳出の主なものは、後期高齢者医療広域連合納付金６億４,６７１万６,０００円

です。 

 議案第２８号、令和８年度筑前町住宅新築資金等貸付事業特別会計予算につきま

しては、予算総額４８５万５,０００円、前年度比２３.１％減、１４６万円の減額

となっています。 

 議案第２９号、令和８年度筑前町工業用地造成事業特別会計予算につきましては、

予算総額７億９,６２５万８,０００円、前年度比６４２.３％増、６億８,８９８万

４,０００円の増額となっています。 

 議案第３０号、令和８年度筑前町下水道事業会計予算につきましては、収益的収

入及び収益的支出１３億６,０１４万３,０００円、資本的収入６億６,９３８万５,

０００円、資本的支出１０億９０７万４,０００円の予定額となっています。 

 議案第３１号、令和８年度筑前町水道事業会計予算につきましては、収益的収入

５億４,２００万６,０００円、収益的支出５億４,１３６万３,０００円、資本的収

入０円、資本的支出１億１,５０８万５,０００円の予定額となっています。 

 以上が、本日提案します議案等の提案理由です。 

 慎重にご審議をいただき、ご賛同賜りますようお願い申し上げます。 

 なお、今会期中に追加議案の上程を予定していますので、このことにつきまして

もよろしくお願いいたします。 

 以上、開会にあたりましての挨拶、議案等の提案理由の説明とさせていただきま

す。 

 よろしくお願いをいたします。 

 議  長  町長の提案理由の説明が終わりました。 

 日程第４  

 議  長  日程第４ 諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」

を議題とします。 

 説明を求めます。 

 人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 おはようございます。 

 議案書４ページをお願いいたします。 

 諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」 

 人権擁護委員に次の者を推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項の規定に

より議会の意見を求める。 

 本日付提出、町長名です。 

 氏  名 甲斐正彦 
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 住  所 福岡県朝倉郡筑前町 

 生年月日  

 お手元に甲斐氏の経歴を配付しております。ご確認いただきたいと思います。 

 提案理由は町長説明のとおりとなります。 

 よろしくお願いします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、諮問第１号「人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて」

を採決します。 

 本件について、推薦者を適任であるとすることに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、諮問第１号は適任であると決定しました。 

 日程第５  

 議  長  日程第５ 同意第１号「筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任つき同意を求

めることについて」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 総務課長 

 総務課長  同意第１号について、議案書５ページです。 

 同意第１号「筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めること

について」 

 筑前町固定資産評価審査委員会委員に次の者を選任したいので、地方税法等第４

２３条第３項の規定により議会の同意を求める。 

 本日付提出、町長名です。 

 氏  名 井手江美 

 住  所 福岡県福津市 

 生年月日  

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 なお、井手江美氏の経歴等につきましては、別添参考資料でご確認いただきたい

と思います。 

 筑前町固定資産評価審査委員会の委員の選任は、法及び条例により委員数は３人

で、当該市町村の住民、学識経験を有する者のうちから当該市町村の議会の同意を

得て、市町村長の選任となっており、本町では、住民代表１人、学識経験者２人に

固定資産評価審査委員会委員をお願いしており、学識経験者２人は不動産鑑定士１

人、税理士１人にお願いをしております。 

 今回は、学識経験者のうち不動産鑑定士である井手氏が令和８年３月３１日まで

の委員任期となっていることから、選任にあたり、福岡県不動産鑑定士協会に推薦

依頼を行ったところ、引き続き井手江美氏が推薦され、これまでの委員会運営に際
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しても委員としての職務に適切に対応していただいていることからも、今回の委員

選任同意をお願いしているものです。 

 なお、委員任期は地方税法により３年となっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、同意第１号「筑前町固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を

求めることについて」を採決します。 

 本件について同意することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第１号は同意することに決定しました。 

 日程第６  

 議  長  日程第６ 同意第２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選

任について」を議題とします。 

 説明を求めます。 

 総務課長 

 総務課長  同意第２号について、議案書は６ページになります。 

 同意第２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選任について」 

 甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員に次の者を選任することにつ

いて、議会の同意を求める。 

 本日付、町長名です。 

 氏  名 泉高杉 

 住  所 福岡県朝倉郡東峰村 

 生年月日  

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 なお、泉高杉氏の経歴等につきましては、別添参考資料でご確認いただきたいと

思います。 

 公平委員会につきましては、地方自治法第２０２条の２第２項及び地方公務員法

第７条の規定により設置するもので、地方公務員が勤務条件に関する問題や不利益

処分を受けた際に、その救済を図る機関として設けられているものです。 

 本町におきましては、単独では設けておらず、地方公務員法第７条第４項の規定

に基づき、甘木・朝倉広域市町村圏事務組合、甘木・朝倉・三井環境施設組合、東

峰村と共同して設置し、その事務を甘木・朝倉広域市町村圏事務組合にお願いして

いるものです。 

 また、委員会は、地方公務員法第９条の２第１項により３人の委員で組織され、

委員の任期は、地方公務員法第９条の２第１０項により４年となっており、委員の

任命は、地方公務員法第９条の２第２項により議会の同意を得て、地方公共団体の
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長が行うとなっていますが、先ほど説明しましたように、共同設置して甘木・朝倉

広域市町村圏事務組合にお願いしていることから、甘木・朝倉広域市町村圏事務組

合等公平委員会規約第３条第１項の規定により、関係団体の議会の同意が必要なこ

とから、今回、本町議会の同意を求めるものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 議  長  説明が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 

 議  長  質疑がないようです。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

 討論ありませんか。 

 （討論なし） 

 議  長  討論なしと認めます。 

 これから、同意第２号「甘木・朝倉広域市町村圏事務組合等公平委員会委員の選

任について」を採決します。 

 本件について同意することに賛成の方は挙手を願います。 

 （賛成者挙手） 

 議  長  挙手全員です。 

 したがって、同意第２号は同意することに決定しました。 

日程第７  

 議  長  日程第７ 報告第１号「筑前町新型インフルエンザ等対策行動計画の報告につい

て」を議題とします。 

 報告を求めます。 

 健康課長 

 健康課長  それでは、議案書７ページをお願いします。 

 報告第１号「筑前町新型インフルエンザ等対策行動計画の報告について」 

 新型インフルエンザ等対策特別措置法第８条第６項の規定により、別冊のとおり

報告する。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 概要について、筑前町新型インフルエンザ等対策行動計画の８ページをお願いし

ます。 

 中段からですが、こうした新型コロナ対応の経験やその課題を踏まえ、次なる感

染症危機対応を行うにあたって、感染拡大防止と社会経済活動のバランスを踏まえ

た感染症危機に強くてしなやかに対応できる社会を目指すため、「感染症危機に対応

できる平時からの体制づくり」「国民生活及び社会経済活動への影響の軽減」「基本

的人権の尊重」の三つの目標を実現できるよう、政府行動計画が全面改定され、県

では政府行動計画の改定を踏まえ、令和７年３月に県行動計画を改定しました。 

 今般、国・県の改定を踏まえ、町の行動計画を改定したものです。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いします。 

 議  長  報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

 （質疑なし） 
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 議  長  質疑がないようです。 

 これで本件の報告を終わります。 

日程第８～ 

日程第３０ 

 

 議  長  日程第８から日程第３０までを、会議規則第３５条の規定により一括議題としま

す。 

 お諮りします。 

 一括議題とした、日程第８ 議案第２号から日程第３０ 議案第２４号までは、

議案の説明のみを行いたいと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、順次議案の説明を求めます。 

 人権・同和対策室長 

人権・同和対

策室長 

 議案書８ページをお願いいたします。 

 議案第２号「権利の放棄について」 

 地方自治法第９６条第１項第１０号の規定により議会の議決を求める。 

 本日付提出、町長名です。 

 １、権利の内容、住宅新築資金等貸付金に係る元金及び利子の請求権。 

 ２、権利の相手及び放棄する金額等でございます。 

 借受人１、権利放棄する金額、３０５万４,００４円、放棄の理由、借受人及び保

証人の死亡、相続人の相続放棄等により回収が困難なためです。 

 借受人２、権利放棄する金額、６９万１,８６３円、放棄の理由、借受人の死亡、

相続人の生活困窮、保証人の死亡等により回収が困難なため。 

 借受人３、権利放棄する金額、６８万８,３６０円、放棄の理由、借受人の著しい

生活困窮、保証人の死亡等により回収が困難なため。 

 借受人４、権利放棄する金額、９５万２６４円、放棄の理由、借受人及び保証人

の死亡、相続人の著しい生活困窮状態により回収が困難なため。 

 借受人５、権利放棄する金額、４０万２,４６４円、放棄の理由、借受人の死亡、

相続人の生活困窮、保証人の死亡等により回収が困難なため。 

 借受人６、権利放棄する金額、１,１６７万６１５円、放棄の理由、借受人の死亡、

相続人の相続放棄、保証人の死亡等により回収が困難なため。 

 提案理由は町長説明のとおりとなります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  建設課長 

 建設課長  議案書の９ページをお願いいたします。 

 議案第３号「町道の路線認定について」 

 別紙のとおり町道路線を認定することについて、議会の議決を求める。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由は先ほどの町長説明のとおりです。 

 次のページに、認定する五つの路線を挙げております。全て町の開発指導要綱に

基づき民間業者が新設して町に寄附した道路で、全路線とも町道として管理する必

要があると認められる道路でございます。 

 続きまして、議案書１１ページをお願いいたします。 

 議案第４号「町道の路線変更について」 

 別紙のとおり町道路線を変更することについて、議会の議決を求める。 
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 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、先ほどの町長説明のとおりです。 

 次のページに変更する路線を挙げております。 

 路線番号１０４５号、柚ノ木・石橋線につきましては、昭和５９年に認定してお

りますが、一部が民地内に入り込んでおり、字図に道路筆もなく原形もないことか

ら、廃止して変更するものです。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  議案書１３ページをお願いいたします。 

 議案第５号「財産の処分について」 

 次のとおり、財産を処分するため、議会の議決を求める。 

 本日提出、町長名でございます。 

 提案の理由につきましては、町長説明のとおりです。 

 １ 処分する財産の表示につきましては、 

所在地 筑前町四三嶋字向原７５０番地１ 

地 目 雑種地 

地 積 １万１５４.１８平米です。 

 ２ 処分価格 ３億４６２万５,４００円、平米あたり３万円です。 

 ３ 契約の相手方は、 

東京都港区海岸１丁目１０番３０号 

株式会社ヤクルト本社 

代表取締役社長 成田裕です。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  総務課長 

 総務課長  議案書１４ページをお願いいたします。 

 議案第６号「福岡県市町村職員退職手当組合を組織する地方公共団体の数の減少

及び規約の変更について」 

 地方自治法第２８６条第１項の規定により、令和８年３月３１日を限り、福岡県

市町村職員退職手当組合から久留米市外三市町高等学校組合を脱退させ、令和８年

４月１日から福岡県市町村職員退職手当組合規約を別紙のとおり変更する。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 １５ページから２０ページが新旧対照表となっております。変更箇所には下線が

引かれております。 

 １５ページ、別表第１、糟屋郡の項中、糟屋郡の漢字表記を改めるものです。 

 それから、別表第１、三井郡の項中及び１９ページ、別表第２第４区の項中から、

久留米市外三市町高等学校組合を削るものです。 

 戻りまして１６ページの別表第１、その他の項中、それと１９ページの別表第２

第４区の項中、久留米市広域市町村圏事務組合を久留米広域消防組合に変更するも

のです。 

 今回の議案につきましては、久留米市外三市町高等学校組合が令和８年３月３１

日を限り解散することに伴い、構成団体が減少すること、令和８年４月１日から久

留米市広域市町村圏事務組合が名称を変更すること、今回の規約の変更に伴い、糟

屋郡の漢字表記を改めるもの、これらの規約の変更について福岡県知事の許可を得
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るために、福岡県市町村職員退職手当組合の全ての構成団体に同一内容で議決を求

められているものです。 

 ２１ページに附則として令和８年４月１日から施行するものとしております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、議案書２２ページ。 

 議案第７号「筑前町地方自治法の一部を改正する法律等の施行に伴う関係条例の

整理に関する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 ２３ページから２５ページまで、新旧対照表となっております。 

 今回の関係条例の整理につきましては、普通地方公共団体の長等の損害賠償責任

の一部免責を規定しています地方自治法第２４３条の２の７が同条２の８に条ず

れ、職員の賠償責任を規定している地方自治法第２４３条の２の８が同条の２の９

に条ずれする地方自治法の一部が改正され、あわせて、普通地方公共団体の長等の

損害賠償責任の一部免責の基準等を規定している地方自治法施行令第１７３条の４

が第１７３条の５に条ずれする地方自治法施行令の一部が改正されたことに伴い、

これらの規定を引用しています筑前町監査委員条例、筑前町水道事業の設置等に関

する条例、２４ページにありますが、筑前町下水道事業の設置等に関する条例、筑

前町町長等の損害賠償責任の一部の免責に関する条例、これら四つの町条例を地方

自治法及び地方自治法施行令の条ずれに対応し、改正するものです。 

 ２５ページに附則として、この四つの条例は地方自治法の一部を改正する法律附

則第１条第３号に掲げます、規定の施行の日である令和８年９月２４日から施行す

るものとしております。 

 以上、よろしくお願いします。 

 続きまして、２６ページをお願いいたします。 

 議案第８号「筑前町行政組織条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 ２７ページから２８ページが新旧対照表となっております。 

 現在、令和４年度に筑前町ＤＸ推進計画を策定し、国の動向を見極めながら自治

体ＤＸを推進してまいりました。今後、高齢者人口がピークを迎える２０４０年問

題に対応するためにも、第１期ＤＸ推進計画で構築したデジタル基盤を生かし、住

民がより快適で質の高い生活を送れ、持続化可能な行政運営の実現を目指すための

自治体ＤＸの推進実現のために、現在、財政課内に組織しておりますＤＸ推進室を

独立させ、ＤＸ推進課を新たに組織設置し、本町ＤＸの推進に向けた取り組みを強

化するために、今回、行政組織条例の一部改正を行うものです。 

 第１条でＤＸ推進課設置を位置づけ、第２条でＤＸ推進課の事務分掌を関係課の

中で整理をしているものです。 

 ２８ページの附則として、令和８年４月１日から施行するものです。 

 以上、よろしくお願いします。 

 続きまして、２９ページをお願いいたします。 

 議案第９号「筑前町行政手続条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 
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 提案理由は町長説明のとおりです。 

 議案書３０ページから３２ページが、新旧対照表となっております。 

 令和５年６月１６日に公布されました、デジタル社会の形成を図るための規制改

革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律第４４条によ

り、行政手続法が改正され、令和８年５月２１日施行となったことに伴い、今回、

筑前町行政手続条例の一部改正を行うものです。 

 主な改正内容につきましては、不利益処分をしようとする場合に事前に必要とな

る聴聞、弁明の機会の付与の意見陳述手続きの通知を公示送達によって行う場合の

方法について、書面掲示規制に関わる見直しが行われ、インターネットによる公示

を前提とした改正が行政手続法で行われております。この改正に伴いまして、行政

手続法の改正条文に準じて規定しています、当該条例の第１５条、第１６条、第２

２条及び第２９条を改正し、不利益処分を受け、かつその所在が不明な名宛人への

聴聞及び弁明の機会の付与に関する公示の方法に、一つ目に、総務省令で定める方

法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置を、インターネッ

トを通じて閲覧できる状態に置く。二つ目に、公示事項が記載された書面を当該行

政庁の事務所の掲示場に掲示する措置を、従来どおりの事務所の掲示場へ掲示する。

三つ目に、公示事項を当該事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの

閲覧をすることができる状態に置く措置を、事務所に設置したパソコンの画面上で

閲覧できるようにするという措置を行うよう規定するものです。 

 なお、聴聞及び弁明の機会の付与に関する通知が、その者に到達したとみなされ

る公示送達に必要な期間である２週間につきましては、改正前と変更ございません。

このことが、第１５条第４項に新たに追加規定しているものでございます。 

 また、この一部改正とあわせ、常用漢字に見直せる漢字につきまして、名宛人、

剥奪、鑑みを今回、常用漢字に見直しを行っているものです。 

 議案書３３ページ、附則としまして、第１項でこの条例は令和８年５月２１日か

ら施行するものとし、第２項で経過措置を設けております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 続きまして、３４ページをお願いいたします。 

 議案第１０号「筑前町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例の制定

について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 ３５ページから４６ページまでが新旧対照表となっております。 

 今回の条例の一部改正につきましては、地方公共団体情報システムの標準化に関

する法律及び地方公共団体情報システム標準化基本方針に基づき、住民基本台帳、

地方税等の基幹系情報システムについて、全国の自治体が使用する情報システムを

国が定めた基準に基づいて統一し、住民サービスの向上や業務の効率化を目指す標

準化基準に適合したシステムへの移行を現在進めており、このシステム標準化に伴

い、町の住民基本台帳に登録されてはおりませんが、行政サービス上、記録してお

く必要がある住登外者の登録管理を行う、住登外者宛名番号管理機能が共通機能と

して設けられたことから、この機能を利用できるよう、本町の独自利用事務及び特

定個人情報の庁内連携を行う事務、または同一地方公共団体内の他機関への情報提

供を行う事務について規定しています、当該条例の一部改正を今回行うものでござ

います。 
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 また、現行の当該条例が本町の独自利用事務及び特定個人情報の庁内連携を行う

事務、または同一地方公共団体内の他機関への情報提供を行う事務だけではなく、

特定個人情報を取り扱う本町の事務について全て規定をしており、これらの事務の

中には、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律において、特定個人情報の利用が具体的に定められている、いわゆる法定事務に

ついても含まれていることから、これらの事務については条例に規定する必要がな

くなったことから、併せて別表で削除、整理しようとするものでございます。 

 このほか、行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律の一部改正もあり、定義の第２条第１項第２号特定個人情報、第３号特定個

人番号利用事務実施者、第４号情報提供ネットワークシステムの定義に引用する条

項の条ずれにより、第２条を改正するものでございます。 

 ４６ページに附則として、この条例は公布の日から施行するものとしております。 

 以上、よろしくお願いします。 

 続きまして、議案書の４７ページ。 

 議案第１１号「筑前町一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 提案理由は町長説明のとおりです。 

 ４８ページから５０ページまで新旧対照表となっております。 

 令和７年８月７日の人事院勧告による給与等の改正につきましては、昨年の１２

月２４日臨時会にて可決いただいておりますが、今回の主な改正につきましては、

通勤手当等に関するものについて条例の一部改正を行うものです。 

 ４８ページに、追加しております第７条第２項につきましては、勤務時間に合わ

せて給料の支給を行うことについて、定年前再任用短時間勤務職員につきましては

条文化しておりましたが、これまで法によって同様に手続きをしておりました育児

短時間勤務職員についても、改めて今回条文化するものでございます。 

 次に、第１５条第２項の改正につきましては、第７条第２項の改正と同様に育児

短時間勤務職員を追加、第２号及び第３号の追加及び改正につきましては、自動車

や原付バイクを使用する職員及び自動車等使用、かつ、公共交通機関を使用する職

員の通勤手当の支給額を、人事院勧告に準じて月あたり上限額５万５,０００円から

６万６,４００円へ改正するものです。 

 議案書の５０ページをお願いいたします。 

 第１５条第３項の改正につきましては、職員に対して適時適切に通勤手当を支給

するため、採用や異動の日が月途中であっても採用、異動のその日から通勤手当を

支給できるよう、支給方法の見直し規定の条文を改めて追加するものでございます。 

 附則として、この条例は令和８年４月１日から施行するものです。 

 以上で、総務課から議案第６号から第１１号の説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  企画課長 

 企画課長  議案書５１ページです。 

 議案第１２号「筑前町ふるさと応援寄附条例の一部を改正する条例について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 提案理由については、町長提案理由のとおりでございます。 

 次のページ、５２ページをお願いします。 
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 新旧対照表にて説明いたします。 

 第２条第１号中、事業の次に「及び掩体壕等戦跡保存事業など（平和を推進する

まちづくり）」を加え、同条第２号中、事業の次に「及びスマート農業推進事業など、

（食を推進するまちづくり）」を加え、同条第３号中、事業の次に「及びオンデマン

ドバス運行事業など（地域を元気にするまちづくり）」を加えます。また、第４号を

「森林整備事業及び草場川桜並木の景観保持事業など（緑あふれるまちづくり）」に

改め、現行の「第４号」を「第５号」に改めるとともに、「あかちゃんの駅事業及び

こども・妊婦のインフルエンザ予防接種事業など（子育てを応援するまちづくり）」

に改めます。第６号に「アフタースクール（公営塾）事業及び中学生英検受験料助

成事業など（こどもの学びを応援するまちづくり）」を加え、第７号に「使用済み紙

おむつリサイクル事業及び住宅用再生可能エネルギー促進助成事業など（環境にや

さしいまちづくり）」を新しく規定するとともに、現行「第５号」を「第８号」に改

めます。 

 なお、次のページの附則で、この条例は令和８年４月１日から施行することとな

ります。 

 続けて次のページ、議案書５４ページをお願いします。 

 議案第１３号「筑前町自動車駐車場条例の一部を改正する条例について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付掲出、町長名でございます。 

 提案理由については、町長の提案理由のとおりでございます。 

 次のページ、５５ページの新旧対照表にて説明いたします。 

 第２条表中、「篠隈駐車場、筑前町篠隈３４０番地２、４０３平米」を削除します。 

 なお、附則でこの条例は公布の日から施行することとなります。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長 こども課長 

こども課長  議案書５６ページをお願いします。 

 議案第１４号「筑前町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由については、町長説明のとおりです。 

 次のページをお願いします。 

 ５７ページから６６ページまでが今回新たに制定する条例となっております。 

 本条例は、令和８年度から全国でスタートする新たな通園給付こども誰でも通園

制度の実施に向け、町が、子ども・子育て支援法に基づく給付対象施設として、事

業者の確認を行うための基準を、国の基準に準拠して新たに定めるものです。 

 この制度は、保育所等に通っていない６か月から満３歳未満の子どもが、一定時

間の枠内で時間単位で柔軟に保育施設を利用できる新たな仕組みで、全ての子ども

の育ちを応援すること、全ての子育て家庭を支えることを目的としています。 

 本条例の主な内容は、利用者への対応、面談、職員体制、利用定員の遵守、苦情

対応など、事業者として行うべき事項、町が行う斡旋及び要請への協力など、町と

の連携協力の必要性、会計区分や秘密保持などです。 

 ６６ページ、附則として、この条例は令和８年４月１日から施行するものです。 

 続きまして、議案書の６７ページをお願いします。 

 議案第１５号「筑前町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業等の保育料に
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関する条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由については町長説明のとおりです。 

 本条例は、令和８年度から全国スタートする新たな通園給付、こども誰でも通園

制度の実施にあたり、町が公立保育所等の公立施設で事業実施を行う際に保護者が

負担する利用料が、公の施設の使用料に該当するため、追加規定するものです。 

 次のページをお願いします。 

 新旧対照表にて説明します。 

 第１条、現行の保育料にその他、町が設置する特定教育・保育施設等の費用を追

加、第５条第２項条文の追加です。分納誓約による納付等、実際の運用に合わせた

規定を追加。第１３条、乳児等通園支援保育料の徴収を追加規定。 

 次のページです。 

 第１４条、条ずれによる条番号の整理です。 

 附則として、この条例は令和８年４月１日から施行するものです。 

 続けて、議案書の次のページをお願いします。 

 議案第１６号「筑前町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由については町長説明のとおりです。 

 本条例は、令和８年度から全国でスタートする新たな通園制度、こども誰でも通

園制度の実施にあたり、内閣府令において、乳児等通園支援事業の設備及び運営に

関する基準が施行されておりますが、現行の文言等の整理を行うための改正がなさ

れたため、町の設備運営基準条例を改正するものです。 

 次のページをお願いします。 

 新旧対照表にて説明します。 

 第９条から次のページ、第１８条は、現行の「乳児等通園支援事業者」を「乳児

等通園支援事業所」と改正するものです。 

 第２０条、現行の「利用定員」を「子ども・子育て支援法の確認において定める

利用定員」と改正。 

 第２２条の２は、条文追加。離島など保育の確保が著しく困難な地域においては、

前２条の規定は適用しない旨の追加。 

 次のページです。 

 第２６条は、現行の「読み替える」を「読替え条文を削除して準用する」と改正

するものです。 

 第２７条は、現行の「その」を「その乳児等通園支援事業所の」と改正するもの

です。 

 附則として、この条例は令和８年４月１日から施行するものです。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書７４ページです。 

 議案第１７号「筑前町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由については、町長説明のとおりです。 
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 新旧対照表にて説明します。 

 次のページの７５ページをお願いします。 

 第３条、課税額の算定において、子ども・子育て支援納付金を追加し、位置づけ

たものであり、次の７６ページの第５項において、所得割、均等割、平等割の合算

額で計算すること。１８歳未満の被保険者に係る課税分については１８歳未満から

徴収せず、１８歳以上の被保険者に加算することを規定し、課税額の上限額は３万

円とすることを規定したものです。 

 下段の第４条から７８ページの第１０条の２までは、既存の医療分、後期高齢者

支援金分、介護保険分の課税額、税率を改正するものです。 

 ７８ページ、下段の第１０条の３から次の７９ページの第１０条の６までは、新

設した子ども・子育て支援納付金の課税額、税率を定めたものです。 

 次に、７９ページから８６ページまでの第２２条においては、国保税の減額の規

定で、課税額改正に合わせた軽減額を改正する必要があり、所得に応じた軽減措置

や未就学児の軽減措置、出産に伴う軽減措置についての軽減額を改正するものです。 

 次に、８６ページをお願いします。 

 ８６ページ以降の附則の改正については、子ども・子育て支援金分の所得割を新

たに設定することから、子ども・子育て支援金分の所得割を位置づけている第１０

条の３を追加規定したものです。 

 最後に、議案書の９２ページの附則により、この条例は令和８年４月１日から施

行することと規定しております。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  環境防災課長 

環境防災課長  議案書９３ページをお願いいたします。 

 議案第１８号「筑前町防災会議条例の一部を改正する条例の制定について」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長説明のとおりでございます。 

 次の９４ページをお願いいたします。 

 防災会議条例の新旧対照表になっております。 

 今回、第３条第６項に定めております委員定数を、現行の１４名から２５名に改

正するものです。 

 環境防災課所管の防災会議は、この条例の第３条第５項において、委員の職種を

定めていることで、結果、女性の参画率が低い状況となっております。 

 国の第５次男女共同参画基本計画において、防災会議の委員に占める女性の割合

を３０％にすることが目標となっており、本町においても委員定数を増やすことで

広く女性の参画を促し、多様な観点から意見を取り入れることとあわせて、女性の

参画率３０％以上を図るため改正をするものでございます。 

 最後に附則として、この条例は公布の日から施行するものでございます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

 議  長  大刀洗平和記念館長 

大刀洗平和記

念館長 

 議案書９５ページになります。 

 議案第１９号「筑前町立大刀洗平和記念館条例の一部を改正する条例の制定につ

いて」 

 標記の条例を別紙のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 提案理由につきましては、町長説明のとおりです。 
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 議案書９６ページをお願いします。 

 新旧対照表にて説明します。 

 まず、第４条においては、大刀洗平和記念館の休館日について、毎月の第１月曜

日を加えるものです。館内のメンテ、清掃等作業効率化等のため、年末のみとなっ

ている休館日に毎月の第１月曜日を加えるものです。 

 次に、第６条においては、撮影の禁止について定め、第７条から第１３条につき

ましては条文を一つ追加しましたので、繰り下げとなっております。以前から館内

は、飛行機３機以外は著作権及びプライバシー保護等の関係で撮影は禁止としてい

ますが、そのことを条例で定めるものです。 

 最後に附則としまして、この条例は公布の日から施行し、今回改正する第４条の

規定につきましては周知期間が必要なため、令和９年７月１日から施行するもので

す。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願います。 

 議  長  財政課長 

 財政課長  議案書９７ページをお願いいたします。 

 議案第２０号「令和７年度筑前町一般会計補正予算（第８号）について」 

 令和７年度筑前町一般会計補正予算（第８号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 別冊の令和７年度一般会計補正予算（第８号）、２ページをお開きください。 

 令和７年度筑前町の一般会計補正予算（第８号）は、次に定めるところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ３億５,５２１万２,０００円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１７４億４,７４４万８,０００

円とするものです。 

 第２条の繰越明許費につきましては、８ページの第２表になります。本年度中に

事業が終わらない見込みのものについて、翌年度に繰り越して支出を行うものです。

上から順に、事業名、物価高騰対策地域振興券発行事業１億８,６２８万３,０００

円、甘鉄安全輸送設備等整備事業負担金７８１万８,０００円、旧氏対応業務５１１

万３,０００円、物価高対応子育て応援手当支給事業１００万円、農業共同利用施設

機能強化促進事業２,６３４万３,０００円、食肉等流通構造高度化・輸出拡大事業

２億６,６６６万６,０００円、ため池劣化状況評価事業４００万円、橋梁長寿命化

事業１,２００万円、道路新設改良事業５,６８０万円、小学校体育館空調設備設置

事業（三並小、三輪小）２億９,８３９万４,０００円、中学校体育館空調設備設置

事業（夜須中）２億１,５４９万２,０００円、めくばーる学習館油圧エレベーター

改修事業１,６５０万円、三輪小学校グラウンド照明ＬＥＤ改修事業３,６３０万円

です。 

 ３条の地方債補正につきましては、９ページの第３表になります。 

 次の９ページをお願いいたします。 

 地方債の追加は本庁舎改修事業、限度額２９０万円、本庁舎発電機整備工事費に

緊急防災減災事業債を充てます。 

 次に、小中学校体育館空調設置事業１億５,９５０万円は、国の補正予算に伴う前

倒しによるもので、防災減災国土強靱化緊急事業債を充てます。 

 変更につきましては、甘鉄安全輸送設備等整備事業負担金限度額２,４５０万円

は、国の補正予算に伴う一部前倒しによるもので、一般事業債を充てます。 

 両筑県営二期事業負担金、限度額４,０７０万円は、地区ごとの事業費が増減した

ことによる増で、公共事業等債を充てます。 
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 各小中学校改修事業、限度額１億５,２５０万円は、夜須中学校防犯カメラ工事に

は学校教育施設等整備事業債３５０万円を充て、それ以外の小中学校の改修事業に

は公共施設等適正管理推進事業債を充てるものです。 

 それでは、事業別明細書により歳出から説明いたします。 

 減額補正につきましては、額の確定及び決算見込みにより不用額を減額するもの

です。 

 増額の主なものを説明いたします。 

 ２０ページ下段をお願いいたします。 

 ２款１項６目財政調整基金費、補正額２３０万９,０００円から次のページ２１ペ

ージの下段、２０目企業版ふるさと応援基金費までの基金利子積立金は、運用によ

る増額３３５万円を元金現在高で按分して積み立てるものです。 

 上段８目地域振興基金費、基金元金積立金２４７万９,０００円の増は、まちづく

り自動販売機売上募金の増に伴い積み立てるものです。 

 ９目公共施設等整備基金費、基金元金積立金７,２７５万８,０００円の増は、財

政計画に基づく公共施設改修への備えが７,０００万円、残りが町有地や町有林木材

など、財産売払収入を積み立てるものです。 

 １０目森林環境譲与税基金費の基金元金積立金１４７万４,０００円の増は、森林

環境譲与税が基金事業費を上回る分を積み立てるものです。 

 １３目多目的運動広場整備等基金費の基金元金積立金２万４,０００円の減額は、

国有提供施設等所在市町村助成交付金の確定に伴うものです。 

 ２２ページをお願いいたします。 

 ２款１項２２目企画費、補正額３４１万３,０００円の増は、１８節負担金補助及

び交付金の甘鉄安全輸送設備等整備事業負担金７８１万８,０００円の増で、地方債

の変更で説明したとおりです。 

 ページ飛びまして、３３ページをお願いいたします。 

 ９款１項２目事務局費、補正額５億６９４万９,０００円の増は、１２節委託料の

小中学校体育館空調設置工事監理委託料１,３３２万１,０００円の増。１４節工事

請負費５億５６万５,０００円の増は、三並小、三輪小及び夜須中学校の体育館空調

設置工事によるものです。 

 次に、歳入の主なものを説明いたします。 

 １２ページをお願いいたします。 

 １４款２項３目民生費負担金、補正額１,７６８万８,０００円の増は、保育料の

増によるものです。 

 次の１３ページをお願いいたします。 

 １６款２項９目教育費国庫補助金１億４,４３９万５,０００円の増は、２節義務

教育費補助金の学校施設環境改善交付金１億５,７９６万５,０００円の増で、小中

学校体育館空調設置事業に伴う国庫補助金です。 

 次の１４ページをお願いいたします。 

 １７款２項２目総務費県補助金、補正額１７２万１,０００円の増は、２節企画費

補助金、鉄道駅バリアフリー化促進費補助金によるもので、甘木鉄道エレベーター

工事等に伴う補助金です。 

 次の１５ページをお願いいたします。 

 １７款３項７目土木費県委託金、補正額１２３万１,０００円の増額は、主に１節

都市計画事務委託金のうち都市計画基礎調査委託料１１９万４,０００円によるも

のです。 

 １８款１項財産運用収入３３８万円の増は、主に債券等運用利子収入によるもの
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です。 

 １８款２項財産売払収入２１１万８,０００円の増額は、町有地売払収入及び町有

林木材売払収入増によるものです。 

 次の１６ページをお願いいたします。 

 １９款１項２目指定寄附金、補正額７７万４,０００円の増は、キリンビール桜並

木保全活動の寄付金です。 

 ２０款２項１目基金繰入金、４節公共施設等整備基金繰入金１億８,６１４万３,

０００円は、主に小中学校体育館空調設置事業に繰り入れするものです。 

 ２２款５項２目雑入、補正額１,０７６万９,０００円の増は、５節雑入のうち主

に公共建物災害共済還付金及び共済金１２０万６,０００円と、次の１７ページをお

願いいたします。自動販売機売上募金２４７万９,０００円の増及び負担金確定に伴

う後期高齢者医療過年度療養給付費負担金返還金１,６４５万７,０００円によるも

のです。 

 ２３款町債、補正額１億３,４３０万円の増は、事業の確定及び決算見込み等によ

る増額です。 

 以上で説明終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  健康課長 

 健康課長  議案書９８ページです。 

 議案第２１号「令和７年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）

について」 

 令和７年度筑前町国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付、町長名でございます。 

 続きまして、国民健康保険特別会計補正予算（第４号）の予算書２ページです。 

 令和７年度筑前町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ４５９万４,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３２億９,０９０万４,０００円とする。 

 本日付提出、町長名でございます。 

 事項別明細書で説明します。８ページです。 

 まず、歳出からご説明します。 

 １款１項総務管理費７２万２,０００円の減額は、委託料及び備品購入の額確定に

よるものです。 

 ３款国民健康保険事業納付金１項から３項までは、金額確定により財源内訳の変

更を行うものです。 

 ６款１項保健事業費４０万７,０００円の減額は、レセプト点検委託料の決算見込

みと健康づくり事業の事業完了による事業費の額確定によるものです。 

 次の９ページをお願いします。 

 ６款２項特定健康診査等事業費２９０万円の減額は、決算見込みによる委託料の

減額です。 

 ７款１項国民健康保険事業運営基金積立金９万円の減額補正です。これは、基金

の一部を取崩したことにより、基金利子の減額が見込まれることによるものです。 

 ９款諸支出金４７万５,０００円の減額は、保険税還付金の決算によるものです。 

 続いて歳入になります。７ページです。 

 ８款財産収入９万円の減額は、歳出でも説明しました基金利子減額によるもので



22 

 

す。 

 １０款１項１目一般会計繰入金４５０万４,０００円の減額です。節により若干の

増減はありますが、実績見込みによる増減であり、繰入金総額の減額の主な要因は、

事業完了による歳出の減、及び国保税の軽減額の確定による一般会計からの繰入金

の減です。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いいたします。 

 議  長  都市計画課長 

都市計画課長  議案書９９ページ。 

 議案第２２号「令和７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）

について」 

 令和７年度筑前町工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）を別冊のとおり

提出する。 

 本日付、町長名です。 

 別冊の令和７年度工業用地造成事業特別会計補正予算２ページです。 

 令和７年度筑前町の工業用地造成事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

 第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２億５５３万４,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４億１,４２０万８,０００円とする。 

 事項別明細書により、歳入からご説明をします。 

 ７ページをお願いします。先に、６款からご説明をします。 

 ６款１項１目不動産売払収入３億４６２万５,０００円は、四三嶋工業団地の土地

売払収入。これにより、当初の資金計画を上回る収入が見込まれることから、１款

１項１目一般会計繰入金９,９０９万１,０００円を減額するものです。 

 次に、歳出、次の８ページをお願いします。 

 ２款１項１目予備費２億５５３万４,０００円の増、財政調整によるものです。 

 以上で説明を終わります。 

 よろしくお願いします。 

 議  長  上下水道課長 

上下水道課長  議案書の１００ページをご覧ください。 

 議案第２３号「令和７年度筑前町下水道事業会計補正予算（第２号）について」 

 令和７年度筑前町下水道事業会計補正予算（第２号）を別冊のとおり提出する。 

 本日付、町長名です。 

 補正予算書にて説明を行います。 

 補正予算書３ページをご覧ください。 

 令和７年度筑前町下水道事業会計補正予算（第２号）。 

 第１条、令和７年度筑前町下水道事業会計の補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

 第２条、令和７年度筑前町下水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び収

益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入です。 

 １款１項営業収益を５００万円増額し、同款３項特別利益を１,４９０万円増額

し、収入総額を１３億７,５０５万７,０００円とするものです。 

 支出です。 

 １款１項営業費用を８００万円減額し、支出総額を１３億４,７１５万７,０００

円とするものです。 
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 ４ページをご覧ください。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び資本的支出の予定額を次のとおり補

正する。資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額３億４,９９８万６,００

０円は、過年度分損益勘定留保資金８,０５９万８,０００円、当年度分損益勘定留

保資金２億６,９３８万８,０００円で補てんするものです。 

 収入です。 

 １款１項企業債を２,９２０万円減額、同款３項補助金を５３０万円減額、同款５

項分担金を１００万円減額し、収入総額４億７,１５４万２,０００円とするもので

す。 

 支出です。 

 １款１項建設改良費を３,３０４万円減額し、支出総額を８億２,１５２万８,００

０円とするものです。 

 事項別明細書にて説明を行います。 

 １６ページをご覧ください。 

 収益的収入です。 

 １款１項１目使用料です。当初、直近の決算見込みや伸び率を考慮し計上してい

ましたが、令和７年度決算見込みにて増額が見込まれたため、５００万円増額する

ものです。 

 １７ページをご覧ください。 

 同款３項２目過年度損益修正益、１,４９０万円の全額増額となります。これは、

流域下水道維持管理負担金を水量に応じ支払っておりますが、令和６年度の決算剰

余金が発生したため構成市町へ返還されるものです。 

 １８ページをご覧ください。 

 収益的支出になります。 

 １款１項２目２１節委託料ですが、処理場の見積り入札執行残５００万円を減額

しています。 

 ２６節薬品費ですが、使用見込みや物価高騰等を見込み不足とならないよう予算

編成していましたが、今回決算見込みで３００万円減額するものです。 

 ２１ページをご覧ください。 

 資本的収入です。 

 １款１項１目建設改良企業債ですが、本町の工事費及び県流域下水道の建設負担

金の確定に伴い、借入額を２,９２０万円減額するものです。 

 同款３項１目の国庫補助金ですが、当年度補助対象工事費の金額が確定し、５３

０万円減額するものです。 

 同款５項１目１節受益者分担金ですが、当初予算で見込んでいた分担金について、

令和６年度内に申請から支払いまで完了したことにより１００万円減額としていま

す。 

 ２２ページをご覧ください。 

 １款１項１目２３節工事請負費１,３３０万円の減額につきましては、今年度の事

業費確定により減額するものです。 

 同款同項２目流域下水道建設費負担金につきましても、福岡県が行う流域下水道

に係る工事費が確定し１,９７４万円が不用額となったため、減額するものです。 

 以上で説明を終わります。 

 次に、議案書の１０１ページをご覧ください。 

 議案第２４号「令和７年度筑前町水道事業会計補正予算（第３号）について」 

 令和７年度筑前町水道事業補正予算（第３号）を別冊のとおり提出する。 
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 本日付、町長名です。 

 補正予算書にて説明を行います。 

 ３ページをご覧ください。 

 令和７年度筑前町水道事業会計補正予算（第３号）。 

 第１条、令和７年度筑前町水道事業会計の補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

 第２条、令和７年度筑前町水道事業会計予算第３条に定めた収益的収入及び収益

的支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入です。 

 １款１項営業収益を１,１００万円増額し、収入総額を５億２,９０２万６,０００

円とするものです。 

 支出です。 

 １款１項営業費用を１４０万円減額し、支出総額を５億１,５４１万６,０００円

とするものです。 

 ４ページをご覧ください。 

 第３条、予算第４条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。

資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額１億１,３４０万６,０００円は、

過年度分損益勘定留保資金１億１,３４０万６,０００円で補てんするものとする。 

 収入です。 

 資本的収入は増減なしでゼロとなっております。 

 支出です。 

 １款１項建設改良費を１００万円減額し、支出総額を１億１,３４０万６,０００

円とするものです。 

 事項別明細書にて、内容について説明します。 

 １２ページをご覧ください。 

 収益的収入の水道事業収益です。 

 １款１項１目１節水道料金です。当初、直近の決算見込みや伸び率を考慮し計上

しておりましたが、令和７年度決算見込みで増額が見込まれたため、１,４００万円

を増額補正するものです。同款同項３目１節加入金ですが、口径１３ミリでの加入

は多かったものの、口径２０ミリでの加入が想定より少なかったことにより、３０

０万円減額補正するものです。 

 １５ページをご覧ください。 

 収益的支出の水道事業費用です。 

 １款１項３目１８節修繕費を１４０万円減額補正するものです。これは、水道メ

ーター修繕の単価見積執行残によるものです。 

 １８ページをご覧ください。 

 資本的支出です。 

 １款１項４目１節量水器ですが、こちらも水道メーター購入の単価見積執行残に

より１００万円を減額しております。 

 以上で説明を終わります。 

 議  長  議案の説明が終わりました。 

日程第３１～ 

日程第３７ 

 

 議  長  日程第３１から日程第３７までを、会議規則第３５条の規定により一括議題とし

ます。 

 お諮りします。 
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 一括議題とした日程第３１ 議案第２５号から日程第３７ 議案第３１号まで

は、全員をもって構成する予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査した

いと思います。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 したがって、全員をもって構成する予算審査特別委員会に付託して審査すること

に決定しました。 

 議  長  ここで、予算審査特別委員会委員長及び副委員長の選任をお願いします。 

 河内直子議員 

 河内議員  予算審査特別委員会委員長に寺原裕明副議長を、そして副委員長に柳雅明総務建

設常任委員会委員長を推薦いたします。 

 議  長  ただいま河内直子議員から発言がありましたように、委員長に寺原裕明副議長、

副委員長に柳雅明総務建設常任委員会委員長ということでございます。 

 これにご異議ありませんか。 

 （異議なし） 

 議  長  異議なしと認めます。 

 それでは、寺原裕明副議長、予算審査特別委員会委員長就任のご挨拶を演壇にて

お願いします。 

 寺原委員長 

 寺原議員  ただいま予算審査特別委員会が設置され、私が委員長に指名されました。 

 少子高齢化による地方の過疎化、高齢化が深刻になる一方、大雨や地震等による

自然災害が毎年のように発生しています。 

 住民生活の安心と安全を確保すること、また、持続可能な地域社会の確立を目指

すこと、さらに、時代の変化に対応するための体制整備を進めていく必要がありま

す。 

 我々筑前町議会もこれらの課題にしっかりと取り組む覚悟です。 

 町執行部におかれましては、厳しい財政状況の中、住民福祉の増進と地域発展に

寄与するものとして、確信を持って予算案を提出されたものと思いますが、議会は

議会の立場として、その施策や予算は適正、適切であるか、十分に論議を重ねたい

と思います。 

 限られた審査期間でありますので、効率的かつ有意義な委員会が運営できますよ

う、議員各位のご理解とご協力をお願いいたしまして、委員長就任の挨拶といたし

ます。 

 議  長  予算審査特別委員会委員長就任の挨拶が終わりました。 

 散  会  

 議  長  以上で、本日の日程は全部終了しました。 

 本日はこれにて散会します。 

 お疲れさまでした。 

（１１：５８） 

 

 


